
　　　　　　　　　主　　　　文
　　　　　本件控訴を棄却する。
　　　　　　　　　理　　　　由
　本件控訴の趣意は弁護人柳沼作己作成名義の控訴趣意書記載の通りであるから之
をここに引用し当裁判所は之に対し次の通り判断する。
　第一、二点、について
　原判決挙示の証拠によれば原判示各事実は之を認めるに十分である。右証拠並び
に原審証人Ａ、同Ｂ、同Ｃ、同Ｄ、同Ｅ、同Ｆ、同Ｇ、同Ｈの原審公判における供
述並びに当審における被告人の供述を総合すれば判示Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｎ、
Ｏ、Ｐ、Ｑ、Ｒは何れも芸奴であるがいわゆる自前芸者（自已が置屋を営業すると
共に芸者であるか又は自宅から置屋を通じ又は通じないで営業する者）でなく、看
板借芸者（置屋に籍をおき自宅から通う者）でもなく芸妓置屋に住み込み置屋より
寝具、タンス、鏡台、衣裳等を借り受け或は前借し飲食物の供給を受け、料理屋貸
席等よりの芸妓の注文は常に検番、置屋を通じて行われ所属置屋との話合により宴
席に出向いて芸妓稼をしその対価たる玉代、祝儀等も検番、置屋を通じて支払われ
る等置屋に依存して芸者稼をなし、各芸妓は各置屋に対し置屋組合の申合せにより
定められた定額の食費代、前記諸必要品の使用料、置屋の屋号の下に働くための名
儀料その他芸妓稼のための諸般の便宜を受けることの謝礼等を含めたいわゆる看板
料を毎月支払つている芸者であつて自力では資金がない為独立して芸者稼業ができ
ず置屋の資金、設備、信用、得意先に依存しその置屋の名において置屋を通じての
み稼業を営む者であること、又判示芸妓置屋のＡことＡ、ＢことＢ、ＣことＣ、Ｓ
ことＳ、ＥことＥ、ＤことＤ、ＴことＴはいわゆる芸妓置屋営業をしていたもので
あつて、その営業の実体は前記芸妓達をそれぞれ自家に居住せしめて前記の如く寝
具、タンス、鏡台等を貸与し金の前貸もし飲食物を提供し料亭貸席より検番を通じ
芸妓に口がかかる場合は名指以外は自己の裁量により自家の家号の下にその所属の
芸妓を宴席に出向させ各芸妓の玉代なども自家の家号名義で検番を通じて受領しこ
れら芸妓の収入から前記の看板料を徴し、これを営業収益として経営しているもの
であること、及び被告人が本件置屋と芸妓との関係が敍上のようなものであること
を知りながら、原判示のように判示各置屋よりの求人及び各芸妓よりの求職の申込
を受けて、その間に立つて前記関係の成立をあつ旋し、それぞれ芸妓を置<要旨>屋
に住込ませ、その報酬を得たものであることが認められる。而して叙上によつて明
かなように本件芸妓置屋</要旨>営業の実体は、料理店等芸妓需要者側の注文に応じ
て自家住込の芸妓の労務を遊客に提供し芸妓をしてその対価を獲得させ、そのうち
から一定の金額を看板料または下宿料等の名義で徴収してこれを収益とする営業で
あり、一方本件芸妓は前記のように置屋の有形無形の経済的なカに依存し、これに
よつて注文に応じて客席に侍して諸般の労務に服することによつて置屋の右営業内
容を充足することを職業とするものであるから、（本件置屋と芸妓との関係が単に
下宿屋と下宿人との関係に過ぎないとする原審証人Ｂ及び同Ｄの各供述部分は前記
他の証拠と比照して到底採用することはできない。）このような去妓の職業形態
は、置屋のために労務に服することに外ならないものというべく、置屋と芸妓との
以上のようた関係は、職業安定法第五条に所謂雇用関係に該当するものと認めるの
が相当である。もとより同法に所謂雇用関係は所論のように必しも民法第六百二十
三条にいう雇用契約と同一に解すべきものではなく、また雇用関係における被用者
は隷属的又は従属的労働者もしくは労働基準法に所謂労働者に限定するいはれはな
く、労務が直接使用者に提供され、その対価が相手方自身の計算において支払われ
ることを要するものでもない。
　論旨は芸妓は日常の起居、外出、客の選択等いずれも自由であり、自ら所得税を
納めていることから見ても置屋との間に使用従属の関係はないから、被告人の所為
は職業安定法に所謂雇用関係のあつ旋に該当しない旨主張するのでこの点について
考察するのに、本件芸妓か所謂「丸抱え」または「分け」もしくは「稼ぎ分」と称
する制度の下に置屋に対し隷属的労務に服するものであるとの証拠はなく、また、
芸妓は所論のような自由を持ち、個個の労務に服するや否やの自由が置屋に拘束さ
れることなく、自ら所得税を納めていること（前記証拠によれば芸妓の所得税は置
屋組合において予め差し引いて納入するものであることが認められる）等は前記説
明により明かなように本件置屋との間が雇用関係たることを認める何等の妨げとな
るものではない。原判決が被告人の判示所為を職業安定法第三十二条第一項第六十
四条第一号に該当するものとして処断したことは結局において正当であるといわな
ければならない。もつとも原判決は弁護人の雇用関係否定の主張を排斥するにあた



り、職業安定法第五条第一項に所謂雇用関係とは一般社会通念上使用従属の関係あ
りと認められる場合を包含し、芸妓と置屋との間に従属関係があると見るのを相当
とする旨の説明をしていることは所論の通りである。
　而して、原判決の用いた使用従属が前記のような意義を持つているものと解する
ならば原判決にはその点において事実の誤認及び法令の解釈の誤りがあるというべ
きであるが、たとえ右のような事実の誤認または法令の誤解があつたとしても、原
判決は結局本件芸妓及び芸妓置屋の関係を職業安定法にいう雇用関係に該るものと
して被告人の有料職業紹介の所為に対し、職業安定法の前記各条項を適用処断した
ものであるから、判決に影響を及ぼすものとは認められない。原判決には所論の如
き事実の誤認もなく又法律の解釈をあやまり適用すべからざる法条を適用した違法
はない。論旨は全て理由がない。
　よつて本件控訴は理由がないので刑事訴訟法第三百九十六条を適用し之を棄却す
べく主文の通り判決する。
　（裁判長判事　谷中董　判事　荒川省三　判事　福島昇）


